
3 2005.2

の
承
認
に
つ
い
て

◆ 
町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
平

成
16
年
度
鬼
北
町
介
護
保
険
特
別
会

計
暫
定
予
算
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
平
成

16
年
度
鬼
北
町
日
吉
簡
易
水
道
特
別
会

計
暫
定
予
算
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
平

成
16
年
度
鬼
北
町
水
道
事
業
会
計
暫

定
予
算
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛
媛

県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組

合
へ
の
加
入
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
へ

の
加
入
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
へ

の
加
入
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
消
防
団
員
等
災
害
補
償
退
職
報

償
金
組
合
へ
の
加
入
）
の
承
認
に
つ

い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
自
治
会
館
管
理
組
合
へ
の
加
入
）

の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
南

予
地
方
水
道
水
質
検
査
協
議
会
へ
の

加
入
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
鬼

北
地
区
介
護
認
定
審
査
会
へ
の
加
入
）

の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償

等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数
の
減
少
に
伴
う
愛
媛
県
町
村
議

会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
規
約

の
変
更
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償

等
組
合
か
ら
の
構
成
団
体
の
脱
退
に

伴
う
財
産
処
分
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
に
伴
う
組
合
規
約
の
変
更
）
の
承

認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
及
び
組
合
規
約
の
変
更
）
の
承
認

に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
消
防
団
員
等
災
害
補
償
退
職
報

償
金
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
自
治
会
館
管
理
組
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
）
の

承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
自
治
会
館
管
理
組
合
か
ら
の
構

成
団
体
の
脱
退
に
伴
う
財
産
処
分
）

の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償

等
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数
の
減
少
に
伴
う
愛
媛
県
町
村
議

会
議
員
公
務
災
害
補
償
等
組
合
規
約

の
変
更
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
町
村
議
会
議
員
公
務
災
害
補
償

等
組
合
か
ら
の
構
成
団
体
の
脱
退
に

伴
う
財
産
処
分
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
に
伴
う
組
合
規
約
の
変
更
）
の
承

認
に
つ
い
て

◆ 
町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
か

ら
の
構
成
団
体
の
脱
退
に
伴
う
財
産

処
分
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
に
伴
う
組
合
規
約
の
変
更
）
の
承

認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
か

ら
の
構
成
団
体
の
脱
退
に
伴
う
財
産

処
分
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
消
防
団
員
等
災
害
補
償
退
職
報

償
金
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
伴
う
組
合
規
約
の

変
更
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛
媛

県
消
防
団
員
等
災
害
補
償
退
職
報
償
金

組
合
か
ら
の
構
成
団
体
の
脱
退
に
伴
う

財
産
処
分
）
の
承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
自
治
会
館
管
理
組
合
を
組
織
す

る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
）
の

承
認
に
つ
い
て

◆ 

町
長
職
務
執
行
者
の
専
決
処
分
（
愛

媛
県
自
治
会
館
管
理
組
合
か
ら
の
構

成
団
体
の
脱
退
に
伴
う
財
産
処
分
）

の
承
認
に
つ
い
て

同　
　
　
　

意

◆ 

鬼
北
町
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
に

つ
い
て　


